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答申第７６号

（諮問第９７号）

答 申

第１ 審査会の結論

大分県知事（以下「実施機関」という。）が平成２５年８月１９日付けで行った

個人情報不開示決定処分は、妥当である。

第２ 異議申立てに至る経緯

１ 個人情報の開示請求

異議申立人は、大分県個人情報保護条例（平成１３年大分県条例第４５号。以

下「条例」という。）第１３条第１項の規定により、平成２５年８月７日付けで、

実施機関に対して、次を内容とする個人情報開示請求（以下「本件開示請求」と

いう。）を行った。

平成○○年○月○○日の○○○○○の○○○○○長との○○○○○における

個人面談の記録のうち私に関する情報

２ 実施機関の決定

実施機関は、本件開示請求に対して、公文書不存在（当該文書を作成していな

いため）との理由で不開示決定を行い、平成２５年８月１９日付けで異議申立人

に通知した。

３ 本件異議申立て

異議申立人は、上記の開示決定について、行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）第６条の規定により、平成２５年８月２９日付けで、実施機関に対し

て、異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。

第３ 異議申立人の主張の要旨

１ 異議申立ての趣旨

開示請求を行った趣旨の関連資料の開示を求める。

２ 異議申立ての理由

異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。
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平成○○年○月○○日に○○○○○長と面談を行った際、○○○○○長は面談

の内容についてノートに細かく書いていたし、それらの内容は主管課や人事課に

報告されているはずなので、関連する資料や文書が存在するはずである。よって、

それらの情報について全て開示することを求める。

第４ 実施機関の主張の要旨

本件異議申立てに対する実施機関の説明は、概ね次のとおりである。

本件開示請求の対象は、平成○○年○月○○日に○○○○○長が○○○○○で

行った異議申立人との面談内容を記録した文書における請求人の個人情報であ

る。

同日は、異議申立人が職場復帰に向けて試し出勤を行っていた時期であり、○

○○○○長が、試し出勤の実施内容などを記載した「試し出勤報告書」を作成し、

人事課に報告している。その試し出勤報告書には○○○○○長が面談した事実に

ついては記載されているが、面談の内容については記載されておらず、資料等も

添付されていなかった。そのほか関係する簿冊等も検索したが、面談内容の記録

は見当たらなかった。

なお、人事課、○○○○○○課及び○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○においても試し出勤報告書に記載された面談の事実以外に面談

内容を記録した資料や文書の存在は確認できなかった。

第５ 審査会の判断

審査会は、異議申立人及び実施機関双方から提出された書類を踏まえて審議し

た結果、次のとおり判断した。

１ 本件開示請求対象文書の存在の有無について

本件開示請求の対象は、平成○○年○月○○日に○○○○○長が○○○○○に

おいて異議申立人と面談した内容を記録した情報である。

実施機関は、○○○○○長が作成した試し出勤報告書には、同日に○○○○○

長が面談した事実については記載されているが、面談の内容に関する記載や関係

資料等はなく、人事課及び○○○○部の主管課である○○○○○○課等の関係課

においてもその内容を記録した資料等は確認できなかったと主張している。

一方、異議申立人は、○○○○○長は面談の内容についてノートに細かく書い

ていたし、それらの内容は主管課や人事課に報告されているはずなので、関連す

る資料や文書が存在するはずであると主張している。

審査会において、当該試し出勤報告書を見分したところ、○○○○○長が異議

申立人と面談を行った旨の記載はあるが、面談の内容に関する記載はなかった。
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「精神神経系疾患による長期療養職員の職場復帰支援制度実施要綱」において

は、所属長が当該職員の試し出勤の実施内容とその評価を試し出勤報告書に毎日

記入し、試し出勤プログラム終了後に人事課長に提出すると定められており、本

件試し出勤報告書も所属長である○○○○○長が作成し、人事課長に提出したも

のである。

一方、○○○○○は、異議申立人が所属する○○○○○の上部機関であるもの

の、○○○○○に所属する異議申立人の人事管理等を直接行うのは○○○○○長

であり、○○○○○長が異議申立人と面談を行っても、必ずしもその内容を人事

課や○○○○部の主管課である○○○○○○課に報告する必要はない。

そうすると、○○○○○長と異議申立人との面談内容を記録した文書や人事課

等への報告書が存在していなくても不自然ではなく、○○○○○長がノートに書

き記していたことが事実であったとしても、それは備忘録のようなものであった

とも考えられ、当該ノートを公文書として保管していないとしても不合理とまで

は言えない。

以上のことから判断すると、請求対象文書は不存在であるとする実施機関の説

明は、他に当該文書が存在すると推測させる特段の事情もないことから、これを

是認するほかはない。

したがって、請求対象文書が存在すると認めることはできず、実施機関が不存

在を理由として不開示決定を行ったことは妥当である。

２ 結論

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２５年 ９月 ４日 諮 問

平成２６年 ８月２７日 事案審議（平成２６年度第５回審査会）

平成２６年 ９月２４日 事案審議（平成２６年度第６回審査会）

平成２６年１０月２９日 答申決定（平成２６年度第７回審査会）
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大分県情報公開・個人情報保護審査会会長及び委員

氏 名 職 業 備 考

吉 田 祐 治 弁護士 会長

城 戸 照 子 大分大学経済学部教授

池 邉 英 貴 大分県商工会議所連合会専務理事

森 哲 也 元大分合同新聞社特別顧問

芥 川 美佐子 大分県地域婦人団体連合会理事

貞 永 明 美 大分県医師会常任理事

野 田 伸 子 元大分市立西の台小学校長

佐 伯 圭一郎 大分県立看護科学大学看護学部教授

阿 南 栄 子 元大分市大南支所支所長補佐


